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こ
れ
ま
で
主
に
大
東
町
の
水
道

事
業
推
進
を
担
当
し
て
い
ま
し
た

水
道
局
工
務
第
二
課

(

大
東
新
越

戸
浄
水
場
内)

の
業
務
は
、


�

�
�
 
!
�
�
�
(

木
次
町
下
熊

谷)

で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
大
東
町
の
水
道

に
関
す
る
お
問
い
合
せ
は
、
４
月

か
ら
水
道
局
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
大
東
町
内
の
水
道
使
用

の
開
始
・
中
止
、
ま
た
給
水
工
事

の
申
込
等
の
受
付
業
務
は
、
水
道

局
の
ほ
か
、
今
ま
で
ど
お
り
大
東

総
合
セ
ン
タ
ー
事
業
管
理
課
で
も

行
い
ま
す
。
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加
茂
町
の
水
道
事
業
は
、
簡
易

水
道
事
業

(

特
別
会
計)

で
運
営

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

�
�
�

 
!

上
水
道
事
業

(

公
営
企
業
会

計)

に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
加
茂
総
合
セ
ン

タ
ー
事
業
管
理
課
で
行
っ
て
い
ま

し
た
水
道
の
業
務
処
理
等
は
、
水

道
局
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
水
道
使
用
の
開
始
・
中

止
、
ま
た
給
水
工
事
の
申
込
等
の

受
付
業
務
は
、
水
道
局
の
ほ
か
、

今
ま
で
ど
お
り
加
茂
総
合
セ
ン
タ
ー

事
業
管
理
課
で
も
行
い
ま
す
。

ま
た
、
加
茂
町
の
水
道
使
用
料

に
係
る
口
座
振
替
依
頼
書(

新
規
、

変
更
の
申
込
書)

が
、
今
ま
で
の

雲
南
市

(

一
般
会
計
用)

の
様
式

か
ら
企
業
会
計
用
に
変
わ
り
ま
す
。

ご
不
明
な
点
、
お
問
い
合
わ
せ

は
雲
南
市
水
道
局
ま
で

,
+
�
-
.
/
0
1
2
3
4
5

｢

し
ま
ね
版
特
区｣

は
、
み
な

さ
ん
が
地
域
の
活
性
化
の
た
め
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
事
業
が
、

様
々
な
規
制
に
よ
り
実
施
が
困
難

な
と
き
に
、
規
制
の
特
例
措
置
を

設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
現

を
は
か
る
制
度
で
す
。

市
町
村
、
民
間
事
業
者

(

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
住
民
グ
ル
ー
プ
、
民
間
企
業

な
ど)

ど
な
た
で
も
申
請
可
能
で

す
。
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
受
付

期
間
に
関
わ
ら
ず
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

2
3
4
5
6
7

４
月
10
日

(

火)

〜
５
月
21
日

(

月)
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詳
し
く
は
地
域
政
策
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.pref.shim

ane.
lg.jp/chiikiseisaku/tokku/
shim
ane_tokku/
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昨
年
の
豪
雨
に
よ
り
、N

�
�
�
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^
(

木
次
町
西
日
登
地
内)

で
は
、
土
石
の
崩
落
が
発
生

し
、
３
月
か
ら
そ
の
復
旧
工

事
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
災
害
箇
所
に
隣
接

し
た
山
側
斜
面
に
つ
い
て
も

劣
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
法
面
の
補
強
工
事
も
合

わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
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安
全
対
策
に
留
意
し
、
規
制
期

間
を
で
き
る
だ
け
短
縮
を
す
る
よ

う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
が
、
施
工

期
間
中
、
日
登
ト
ン
ネ
ル
を
含
め

た
区
間
に
お
い
て
、
交
通
規
制

(

信
号
制
御
の
片
側
交
互
通
行)

を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

道
路
を
利
用
さ
れ
る
み
な
さ
ま

に
は
、
長
期
に
わ
た
り
ご
不
便
を

お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。
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雲南市では生活情報の提供と､ 産業振興の一助､ 行財政改革の一環として有料広告枠を設けました｡
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一
般
、
海
上
技
術
、
歯
科
等
の

コ
ー
ス
か
ら
各
自
衛
隊
の
幹
部
自

衛
官
と
な
る
者
を
養
成
し
ま
す
。

�
�

�

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者

(

平
成
20
年
４
月
１
日
現
在)

※
大
学
院
に
お
い
て
修
士
の
学
位

を
受
け
た
も
の
は
28
歳
未
満
の

者
※
20
歳
以
上
22
歳
未
満
で
、
学
校

教
育
法
に
基
づ
く
大
学
を
卒
業

し
た
者
ま
た
は
、
大
学
卒
業
に

相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

�
�
�
�

４
月
１
日(

日)

〜
５
月
11
日(

金)

試
験
日
程
・
内
容
や
場
所
な
ど

詳
し
く
は
、�
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�
�
�
�
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う
ん
な
ん
映
像
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
行
委
員
会
で
は
、�

�
*
+
%

映
画

｢

う
ん
、
何
？｣

の,
-
�

�
.
/
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0
1

の
販
売

協
力
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
券
は
、2

3
4
5
6
7
8

9
/
:
;
<
=
7
8
1
>

で
鑑
賞

券
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。
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Ｊ
Ａ
雲
南
各
支
店
、
各
総
合
セ
ン

タ
ー
、
市
役
所
商
工
観
光
課
、
チ
ェ

リ
ヴ
ァ
ホ
ー
ル
ほ
か
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特
別
障
害
者
手
当
と
は
、
20
歳

以
上
で
著
し
く
重
度
の
障
害

(
政

令
で
定
め
る
程
度
以
上)

が
あ
る

た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

_
`
a
�
b
c
d
e
f
%
g
c
�

①
精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重

度
の
障
害
が
あ
る
方

②
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

の
介
護
を
要
す
る
方

③
在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
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①
社
会
福
祉
施
設
等
へ
入
所
し
て

い
る
場
合

②
本
人
、
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者

の
前
年
の
所
得
が
政
令
で
定
め

る
所
得
制
限
額
を
超
え
る
場
合

③
継
続
し
て
３
か
月
以
上
入
院
し

て
い
る
場
合

_
`
i
m
e
n
o

手
当
は
月
を
単
位
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
額
は
消
費
者
物
価
指
数
の

変
動
に
よ
り
改
定
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
２
、
５
、
８
、
11
月

に
支
給
し
ま
す
。
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(

平
成
18
年
４
月
１
日
現
在)
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特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
精

神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度
以
上
の

障
害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
す
る
方
へ
支
給
さ
れ
ま
す
。
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政
令
で
定
め
る
程
度
以
上
の
障

害
を
有
す
る
児
童
の
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
。
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①
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
へ
入

所
し
て
い
る
場
合

②
手
当
受
給
者
の
前
年
の
所
得
が

政
令
で
定
め
る
所
得
制
限
額
を

超
え
る
場
合

③
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合

④
児
童
ま
た
は
手
当
受
給
者
が
国

内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合

_
`
i
m
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I

手
当
額
は
、
障
害
等
級
の
１
級

(

重
度)

と
２
級

(

中
度)

に
規

定
さ
れ
て
お
り
、
月
を
単
位
と
し

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

額
は
消
費
者
物
価
指
数
の
変
動

に
よ
り
改
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
４
、
８
、
11
月
に
支
給
し

ま
す
。
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(

平
成
18
年
４
月
１
日
現
在)
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い
ず
れ
も
市
役
所
長
寿
障
害
福

祉
課
ま
た
は
最
寄
り
の
健
康
福
祉

セ
ン
タ
ー
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
申
請
に
関
し
て
医

師
の
診
断
書
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

�
B
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手
当
を
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
は
、
毎
年
８
月
に
所
得
状
況
届

を
提
出
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
手
当
受
給
者
の
所
得

が
政
令
で
定
め
る
所
得
制
限
額
を

超
え
て
い
な
い
か
確
認
す
る
た
め

で
す
。
こ
の
届
を
提
出
し
な
い
と

そ
れ
以
後
、
手
当
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
書
類
、
所
得
制

限
額
な
ど
不
明
な
点
は
長
寿
障
害

福
祉
課
ま
た
は
最
寄
り
の
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

�� ������

広告掲載をご希望の方は､ 木次都市開発� (広告代理店) �0854-42-2221までお問い合わせ下さい｡
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